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京都民事調停協会による 

第２回「民事調停セミナー」及び「無料相談会」の開催について 

 この度、京都市では、京都民事調停協会との共催により、当事者間の紛争の円満な解決

を目指す民事調停制度（※）の普及と、市民の皆様の相談機会の拡充を目的として、「民

事調停セミナー」と民事調停委員による「無料相談会」を以下のとおり開催しますので、

お知らせします。 

 

 

 

１ 【第１部】民事調停セミナー 
 

（１）日 時  令和４年１１月１７日（木）午後１時３０分～午後２時４５分 

（受付・開場は、午後１時から） 

（２）会 場  京都市男女共同参画センター ウィングス京都 ２階 セミナー室Ｂ 

        京都市中京区東洞院通六角下る御射山町２６２番地 

        （地下鉄烏丸御池駅又は地下鉄四条駅下車徒歩約５分） 

        ※ 一般来館者用の駐車場はありません。公共交通機関を御利用ください。 

（３）内 容 ア 「民事調停はトラブル解決のお手伝い」 

             講師：京都簡易裁判所職員  

       イ 「騒音トラブル解決への ABC」 

             講師：弁護士・京都民事調停協会前会長 吉田
よ し だ

 誠司
せ い じ

 氏 

（４）定 員  先着３０名 

（５）費 用  無料 

（６）申込方法  申込期間は、令和４年１０月３１日（月）～令和４年１１月１４日（月） 

        参加希望者は、ＦＡＸ又はホームページの送信フォームから、氏名及び

電話番号を以下の申込先まで御連絡ください。 

 

 

 

 

  【申込先】  

京都市消費生活総合センター  

  Ｆ Ａ Ｘ ０７５－３６６－２２５９   ※送信間違いがないよう御注意ください。 

  ホームページ https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000303202.html 

 

 

 ホームページ  送信フォームを御利用ください。 

 

 

（※）民事調停制度 

金銭トラブルや家賃の値上げ、交通事故の賠償など、身近なトラブルで

お困りの方に対して、当事者双方から実情を聴き、迅速かつ最も適切な解

決を目指す司法制度の一つです。 



２ 【第２部】無料相談会 
（１）日 時  令和４年１１月１７日（木）午後３時～午後５時（民事調停セミナー終了後） 

（受付時間：午後１時～午後１時３０分、午後３時～午後４時３０分） 

        ※ 相談時間は、１組当たり３０分程度 

 

（２）会 場  京都市男女共同参画センター ウィングス京都 ２階 セミナー室Ｂ 

        京都市中京区東洞院通六角下る御射山町２６２番地 

        （地下鉄烏丸御池駅又は地下鉄四条駅下車徒歩約５分） 

        ※ 一般来館者用の駐車場はありません。公共交通機関を御利用ください。 

 

（３）定 員  １２組 

 

（４）費 用  無料 

 

（５）申込方法  当日受付（先着順。相談会の事前申込みは不要です。） 

 

 

 
 新型コロナウイルス感染症対策として、マスクを着用するなど咳エチケット等を心掛け

ていただくとともに、当日の体調に御配慮いただき、咳や発熱などの症状がある方は参加

を御遠慮いただきますようお願いいたします。 

 また、今後の状況により開催内容は変更又は中止となる場合があります。 

 

 

 

 


